
議案第 53 号 

 

三朝町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正について 

 

次のとおり三朝町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正

することについて、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 96 条第１項の規定により、

本議会の議決を求める。 

 

 平成 26 年６月 12 日 

 

三朝町長 吉 田 秀 光 

 

 

 

 

 

 

 

 

三朝町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例 

 

三朝町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例（昭和 39 年三朝町条例第 21

号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正部分

に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を次の表の改正後の欄の表中太線で囲ま

れた部分に改める。 
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後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
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（
遺
族
か
ら
の
排
除
）
 

（
遺
族
か
ら
の
排
除
）
 

第
５
条
の
２
 
次
に
掲
げ
る
者
は
、
退
職
報
償
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
と

し
な
い
。
 

第
５
条
の
２
 
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
退
職
報
償
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族

と
し
な
い
。
 

 
(
１
)
及
び
(
２
)
 
略
 

 
(
１
)
及
び
(
２
)
 
略
 

 
 

（
退
職
報
償
金
支
給
の
制
限
）
 

（
退
職
報
償
金
支
給
の
制
限
）
 

第
６
条
 
退
職
報
償
金
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
は
支
給
し
な

い
。
 

第
６
条
 
退
職
報
償
金
は
、
次
の
各
号
の
１
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
は
支
給
し
な
い
。
 

(
１
)
 
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
 

 
(
１
)
 
禁
こ
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
 

 
(
２
)
～
(
５
)
 
略
 

(
２
)
～
(
５
)
 
略
 

 
 

別
表
（
第
２
条
関
係
）
 

退
職
報
償
金
支
給
額
表
 

別
表
（
第
２
条
関
係
）
 

退
職
報
償
金
支
給
額
表
 

 

階
級
 

勤
務
年
数
 

 
 

階
 
 
 
級
 

勤
務
年
数
 

 

 
５

年
以

上
 

10
年
未

満
 

10
年
以

上
 

15
年
未

満
 

15
年
以
上
 

20
年
未
満
 

20
年
以
上
 

25
年
未
満
 

25
年
以
上
 

30
年
未
満
 

30
年
以
上
 
 

 
５
年
以
上
 

10
年
未

満
 

10
年
以

上
 

15
年
未

満
 

15
年
以

上
 

20
年
未

満
 

20
年
以

上
 

25
年
未

満
 

25
年
以

上
 

30
年
未

満
 

30
年
以

上
 
 

 
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 
 

 
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 
 

 
団
長
 

2
3
9
,
0
0
0
 
3
4
4
,
0
0
0
 
4
5
9
,
0
0
0
 
5
9
4
,
0
0
0
 
7
7
9
,
0
0
0
 
9
7
9
,
0
0
0
 
 

 
団
長
 

1
8
9
,
0
0
0
 

2
9
4
,
0
0
0
 
4
0
9
,
0
0
0
 
5
4
4
,
0
0
0
 

7
2
9
,
0
0
0
 

9
2
9
,
0
0
0
 
 

 
副
団
長
 

2
2
9
,
0
0
0
 
3
2
9
,
0
0
0
 
4
2
9
,
0
0
0
 
5
3
4
,
0
0
0
 
7
0
9
,
0
0
0
 
9
0
9
,
0
0
0
 
 

 
副
団
長
 

1
7
9
,
0
0
0
 

2
7
9
,
0
0
0
 
3
7
9
,
0
0
0
 
4
8
4
,
0
0
0
 

6
5
9
,
0
0
0
 

8
5
9
,
0
0
0
 
 

 
分
団
長
 

2
1
9
,
0
0
0
 
3
1
8
,
0
0
0
 
4
1
3
,
0
0
0
 
5
1
3
,
0
0
0
 
6
5
9
,
0
0
0
 
8
4
9
,
0
0
0
 
 

 
分
団
長
 

1
6
9
,
0
0
0
 

2
6
8
,
0
0
0
 
3
6
3
,
0
0
0
 
4
6
3
,
0
0
0
 

6
0
9
,
0
0
0
 

7
9
9
,
0
0
0
 
 

 
副
分
団
長
 

2
1
4
,
0
0
0
 
3
0
3
,
0
0
0
 
3
8
8
,
0
0
0
 
4
7
8
,
0
0
0
 
6
2
4
,
0
0
0
 
8
0
9
,
0
0
0
 
 

 
副
分
団
長
 

1
6
4
,
0
0
0
 

2
5
3
,
0
0
0
 
3
3
8
,
0
0
0
 
4
2
8
,
0
0
0
 

5
7
4
,
0
0
0
 

7
5
9
,
0
0
0
 
 

 
部
長

及
び
班
長
 

2
0
4
,
0
0
0
 
2
8
3
,
0
0
0
 
3
5
8
,
0
0
0
 
4
3
8
,
0
0
0
 
5
6
4
,
0
0
0
 
7
3
4
,
0
0
0
 

 
 

部
長

及
び
班
長
 

1
5
4
,
0
0
0
 

2
3
3
,
0
0
0
 
3
0
8
,
0
0
0
 
3
8
8
,
0
0
0
 

5
1
4
,
0
0
0
 

6
8
4
,
0
0
0
 
 

 
団
員
 

2
0
0
,
0
0
0
 
2
6
4
,
0
0
0
 
3
3
4
,
0
0
0
 
4
0
9
,
0
0
0
 
5
1
9
,
0
0
0
 
6
8
9
,
0
0
0
 

 
 

団
員
 

1
4
4
,
0
0
0
 

2
1
4
,
0
0
0
 
2
8
4
,
0
0
0
 
3
5
9
,
0
0
0
 

4
6
9
,
0
0
0
 

6
3
9
,
0
0
0
 
 

 
 



附
 
則
 

（
施
行
期
日
）
 

１
 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。
 

（
経
過
措
置
）
 

２
 
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
三
朝
町
非
常
勤
消
防
団
員
に
係
る
退
職
報
償
金
の
支
給
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
別
表
の
規
定
は
、
平
成

2
6
年
４
月
１
日
以
後
に

退
職
し
た
非
常
勤
消
防
団
員
（
次
項
に
お
い
て
「
新
条
例
の
適
用
を
受
け
る
非
常
勤
消
防
団
員
」
と
い
う
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
退
職
し
た
非
常
勤
消
防
団
員
に
つ

い
て

は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 

３
 
平
成

2
6
年
４
月
１
日
か
ら
こ
の
条
例
の
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
新
条
例
の
適
用
を
受
け
る
非
常
勤
消
防
団
員
に
つ
い
て
支
給
さ
れ
た
改
正
前
の
三
朝
町
非
常
勤
消
防
団

員
に
係
る
退
職
報
償
金
の
支
給
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
く
退
職
報
償
金
は
、
新
条
例
に
基
づ
く
退
職
報
償
金
の
内
払
い
と
み
な
す
。
 

 


